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会　　　　　　　則

第１章　　総　　　　　　　則

　　（名　称）

第１条　本会は、埼葛歯科医師会と称し、社団法人
埼玉県歯科医師会に属する。

　　（組　織）

第２条　本会は、埼玉県南埼玉郡（宮代町、白岡町、菖蒲町）、北葛飾郡（栗橋町、鷲宮町、杉戸町）、さいたま市岩槻区、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、幸手市の区域で歯科医業に従事する歯科医師にして、かつ、本会で承認したものをもって組織する。

　　（目　的）

第３条　本会は、医道の高揚、歯科医学・歯科医術の進歩発達及び公衆衛生の普及を図り、並びに社会及び会員の福祉を増進し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

　　（事　業）

第４条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

　（１）医道高揚に関する事業

　（２）歯科医学医術の進歩発達に関する事業

　（３）公衆衛生の普及に関する事業

　（４）社会保障に関する事業

　（５）会員の福祉厚生に関する事業

　（６）歯科医業経営に関する事業

　（７）会員の親睦及び相互扶助に関する事業

　（８）その他、本会の目的達成に必要な事業

　（事務所）

第５条　本会の事務所は会長宅に置く。

第２章　　会　　　　　　　員

　　（会員の資格）

第６条　本会の会員は、日本国で歯科医師の免許を受けたものにして、本会の承認を受けたものとする。

　　（会員の種別）

第７条　本会の会員は次の３種とする。

（１）正 会 員　医療機関の開設者及び管理者とする。ただし、正会員が終身会員になったとき、同時に、同一医療機関の家族会員は、開設者及び管理者でなくとも、所定の手続きを経て正会員となる。

　（２）家族会員　正会員の開設する同一医療機関に勤務している親子、夫婦、兄弟等

　（３）終身会員　埼玉県歯科医師会の定款により終身会員となり、本会会員として20年を経たもの

　　（入　会）

第８条　本会の会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書を本会へ提出し、承認を受けるものとする。

　　（届出事項）

第９条　会員が住所、氏名又は支部の所属を変更したときは、10日以内に所属の支部を経て本会へ届け出なければならない。

　（選挙権及び表決権）

第10条　会員は、各々1個の選挙権及び表決権を有する。但し、委任又は書面による行使は認めない。

　（会員の権利）

第11条　会員は、研究又は調査を本会へ提出し、発表することができる。

第12条　会員は、本会から発行する雑誌、その他の印刷物等の配布などを受け、又は購入することができる。
第13条　会員は、本会の事業又は歯科医術に関し、本会へ意見を述べることができる。

　（会員の義務）

第14条　会員は、別に定めた、入会金、会費及び負担金徴収規定により本会所定の入会金、会費及び負担金を支払う義務を負う。

　（退　会）

第15条　本会を退会しようとするときは、所定の用紙にその旨を記載し、その会員の所属する支部を経て本会へ速やかに届け出をしなければならない。退会した会員又は除名された会員が既に納入した入会金、会費及び負担金等これを返還しない。
　（会員の身分喪失）

第16条　会員は、その所属支部又は埼玉県歯科医師会会員の身分を失ったとき、同時に本会の身分を失う。ただし、本人及び支部より申し入れがあり、理事会の承認を得た場合はその限りではない。

第17条　会員が、１年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、退会したものとみなす。

　（戒告、除名）

第18条　会員が、次の各号のいずれかに該当する場合に、理事会の議を経て、総会の議決により、戒告又は除名することができる。

　（１）業務上不正行為があったとき

　（２）歯科医師として職務を汚したとき

　（３）本会の体面を汚したとき

　（４）本会の綱紀を乱したとき

　（５）会員としての義務を怠ったとき

２　第１項の規定により会員を戒告又は除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に戒告又は除名の議決を行う理事会及び総会において弁明の機会を与えなければならない。

第３章　　役　　　　　　　員

　　（役員の構成）

第19条　本会に次の役員を置く。

　（１）会　　長　１人

　（２）副 会 長　４人以内

　（３）専務理事　１人

　（４）会計理事　３人以内

　（５）理　　事　20人以上50人以内（会長、副会長、専務理事、会計理事を含む）

　（６）監　　事　２人

　　（役員の選任）

第20条　会長及び監事は、会員の中から総会において別に定めた選挙規定により選任する。理事（会長理事及び支部長理事を除く）は、会長が指名する。

２　監事は、理事を兼ねることができない。

　　（役員の任務）

第21条　会長は、本会を代表し、会務を統括し、埼玉県歯科医師会代議員を兼務する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

３　理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、会長及び副会長共に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序によって、その職務を代行する。

４　監事は、本会の業務執行及び財産の状況を監査する。

第22条　会長は、総会の議決を要する事項であっても緊急必要があると認めたときは、応急処分をすることができる。　　　　　

　ただし、応急処分をした事項は、次の総会で承認を得なければならない。

　　（役員の任期）

第23条　役員の任期は３年とし、その始期は改選の年の４月１日とする。

第24条　役員に欠員が生じたときは、第20条の規定に基づいて補欠選出する。補欠選出により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第25条　役員は、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なう。

　　（役員の報酬）

第26条　役員は、無報酬とする。

第４章　　顧問・部及び委員会

　　（顧　問）

第27条　本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応え、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、表決には加わることはできない。

　　（部及び委員会）

第28条　本会に部及び委員会を置くことができる。部長又は委員長は会長が指名する。部員又は委員は、会長、部長、委員長及び支部長等が協議し選任する。その任期は理事の任期に準じる。
第５章　　会　　　　　　議

第１節　　総　　　会

　　（総会の種別）

第29条　本会の総会は、定時総会及び臨時総会の２種とする。

　　（開催の時期）

第30条定時総会は、毎年度６月及び３月に開催し、会長が召集する。

２　臨時総会は、次の場合に開催し、会長は速やかに召集しなければならない。

　（１）会長が必要と認めたとき。

　（２）監事総員又は会員若しくは理事の２分の１以上から、会議の目的及び審議事項とその理由を記載した書面により請求があったとき。

　（３）会長及び監事の選任

　　（開催の通知）

第31条　総会を召集する場合には、緊急のときを除き会議の日の５日前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。

　　（議決事項と報告事項）

第32条　総会は、この会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

　（１）会則・諸規程及び選挙規程の変更

　（２）事業計画及び収支予算

　（３）事業報告及び収支決算

　（４）入会金、会費及び負担金の額

　（５）会長及び監事の選任

　（６）埼玉県歯科医師会代議員及び予備代議員の選出

　（７）埼玉県歯科医師国民健康保険組合会議員の選出

　（８）その他、重要な事項

２　会長は、次に掲げる事項を総会に報告しなければならない。

　（１）会務の概況

　（２）寄付された金品の収受及び使途

　（３）その他、主要な事項

　　（議長及び副議長の選出）

第33条　総会の議長及び副議長は、その総会において出席した会員のうちから選任する。

　　（議決方法）

第34条　総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

　　（議事録作成）

第35条　総会の議事録は、議長が議事録作成人を指名し、出席した会員のうち２名が署名捺印の上、本会に保管するものとする。

第２節　　理　事　会

　　（招　　集）

第36条　理事会は、会長が招集し、議長となる。

　　（開催と成立）

第37条　理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。

　定例理事会は、月１回を目途とし、また、必要に応じて招集することができる。

　監事総員又は理事の過半数から理事会招集の要求があったときは、会長は速やかに招集しなければならない。

　　（議決事項）

第38条　理事会は、次の事項を議決する。

　（１）総会の招集及びこれに付議する事項

　（２）その他、総会の議決を要しない重要な事項

　　（監事の出席）

第39条　監事は、理事会に出席して質問し、又は意見を述べることができる。ただし、表決には加わることはできない。

第６章　　支　　　　　　　部

　　（支　部）

第40条　本会に支部を置く。

　（１）支部長は、各支部において選出し、会長が委嘱する。

　（２）支部長は、本会の理事となる。

（３）支部長は、会長の旨を受け、本会の意向を会員に伝える。
第７章　　財産及び会計

　　（会計年度）

第41条　本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月31日に終わる。

　　（財　産）

第42条　本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

　（１）入会金及び会費

　（２）負担金

　（３）寄付金品

　（４）財産から生じる収入

　（５）前年度の繰越金

　（６）その他の収入

２　本会の財産は、会長が管理する。

３　本会の経費は、財産をもって支弁する。

　　（予備費）

第43条　予測しがたい支出に充てるため、予備費として予算に計上する。

２　予備費を使用する必要があるときは、理事会の議決を経て該当する支出項目へ振替しこれを行う。

　　（繰越金）

第44条　年度末に歳入から歳出を差し引いて、残金があれば繰越金として次年度に編入する。

　　（旅費、手当等）

第45条　本会に旅費及び手当支給規定を設ける。その規定は、総会の議決によって別に定める。

　　（運営基金及び一時積立金）

第46条　本会に運営基金及び一時積立金を置く。その規定は、総会の議決によって別に定める。

　　（備品管理）

第47条　本会に備品の管理及び運用規定を設ける。その規定は、総会の議決によって別に定める。

第８章　　解　　　　　　　散

　　（解　散）

第48条　本会を解散するときは、総会員の３分の２以上の同意を得なければならない。ただし、この場合においては、第10条の規定にかかわらず書面による表決権を認める。

第９章　　雑　　　　　　　則

　　（慶・弔及び見舞）

第49条　本会に慶事、弔事及び見舞規定を設ける。その規定は理事会の議決によって別に定める。

第50条　本会に防災及び災害対策に関する規則を設ける。その規則は理事会の議決により別に定める。

　　（その他）

第51条　その他、本会の目的達成に必要な事項を施行する場合は、理事会の議決を得て行う。

　付　　則

　　本会則は、昭和38年４月１日から施行

　　　　　　　昭和43年10月１日一部改正

　　　　　　　昭和45年５月10日一部改正

　　　　　　　昭和47年５月14日一部改正

　　　　　　　昭和49年５月19日一部改正

　　　　　　　昭和51年５月15日一部改正

　　　　　　　昭和58年３月26日一部改正

　　　　　　　平成元年３月26日一部改正

　　　　　　　平成元年６月25日一部改正

　　　　　　　平成２年６月24日一部改正

　　　　　　　平成５年６月20日一部改正

　　　　　　　平成７年３月18日一部改正

　　　　　　　平成７年６月25日一部改正

　　　　　　　平成９年３月22日一部改正

　　　　　　　平成13年３月17日一部改正

　　　　　　　平成13年６月23日一部改正

　　　　　　　平成16年６月26日一部改正

　　　　　　　平成18年３月18日一部改正
　　　　　　　平成18年６月17日一部改正
諸　　　　規　　　　程

入会金・会費及び負担金徴収規定

第１条　本会会則第14条の規定により入会金、会費及び負担金徴収規定を設ける。

第２条　正会員として入会しようとするものは500,000円を入会金として、入会と同時に納入するものとする。ただし、家族会員が同一医療機関で正会員となる場合は100,000円を納入するものとする。

また、家族会員以外の後継者が医療機関を引き継ぐ場合は、その情状により理事会の議を経て入会金を減額することができる。

第３条　会費は、正会員1名につき年額50,000円とする。ただし、家族会員は１名につき年額20,000円とし、４月から９月までを前期、10月から翌年３月までを後期とし、４月、10月の月末までに半期分として正会員は各25,000円（家族会員は各10,000円）を各支部ごとに、支部長が取りまとめ、本会に納入するものとする。

２　新入会員は、入会時にその期の半期分として、正会員は会費25,000円（家族会員は10,000円）を納入する。

３　終身会員となった会員は、会費の免除を受けることができる。

第４条　会員は、会員の医療機関が病気（疾病）、事故（怪我・災害など）等により概ね60日以上休業の場合、休業の状態と免除の範囲を明記した書面により支部長を通じ半期毎に理事会に申請し免除を受けることが出来る。
第５条　前条の規定による会費のほか、必要に応じて臨時会費又は負担金を徴収することができる。

　付　　則

　　本規定は、昭和38年４月１日から施行

　　　　　　　昭和43年10月１日一部改正

　　　　　　　昭和45年５月10日一部改正

　　　　　　　昭和47年５月14日一部改正

　　　　　　　昭和49年３月30日一部改正

　　　　　　　昭和49年５月13日一部改正

　　　　　　　昭和51年４月３日一部改正

　　　　　　　昭和53年11月１日一部改正

　　　　　　　昭和54年３月31日一部改正

　　　　　　　昭和62年４月１日一部改正

　　　　　　　平成２年３月24日一部改正

　　　　　　　平成７年３月18日一部改正

　　　　　　　平成13年３月17日一部改正

　　　　　　　平成14年３月23日一部改正

　　　　　　　平成18年６月17日一部改正
慶事・弔事及び見舞規定

第１条　本会会則第49条の規定により、慶事、弔事及び見舞規定を設ける。

第２条　本会会員で、本会に多大な功績のあったものは、理事会の議を経て表彰することができる。

第３条　会員が死亡したときは、霊前に弔慰金（香典）として100,000円と、花環又は供物を供え弔意を表す。
２　会員の配偶者、両親が死亡したとき、その他必要であるときは、霊前に花環又は供物を供え弔意を表す。

第４条　会員が火災、その他の災害に合ったときは、支部長を通じ、理事会に諮り見舞金を贈る事が出来る。

第５条　会員が３０日以上病床にあるときは、支部長を通じ、理事会に諮り50,000円程度の見舞金を贈る事が出来る。

　付　　則

　　本規定は、昭和38年４月１日から施行

　　　　　　　昭和49年５月19日一部改正

　　　　　　　昭和51年５月15日一部改正

　　　　　　　平成７年３月18日一部改正

　　　　　　　平成14年３月23日一部改正

　　　　　　　平成18年６月17日一部改正
旅費及び手当支給規定

第１条　本会会則第45条の規定により旅費及び手当支給規定を設ける。

第２条　本会の会員が、会務のため出張したときは、旅費を支給することができる。

第３条　会長、副会長及び専務理事に交際費を支給することができる。

第４条　本会は事務を処理するため事務員を置くことができる。事務員の手当その他については理事会で定める。

　付　　則

　　本規定は、昭和38年４月１日から施行

　　　　　　　昭和43年10月１日一部改正

　　　　　　　平成５年６月20日一部改正

　　　　　　　平成８年６月23日一部改正

運　営　基　金　規　定

第１条　本会会則第46条の規定により、運営基金規定を設ける。

第２条　運営基金の支出については、総会の承認を得なければならない。ただし、緊急必要と認めたときは理事会の議を経て支出することができる。この場合、次回の総会において承認を得なければならない。
第３条　運営基金は、予算外又は緊急な支出を要するときは、一時立替金に充てるものとする。

第４条　本規定第２条の規定に基づき、一時立替金に使用するときは、その都度会長の承認を得なければならない。

第５条　運営基金の３月末日現在高を次回の定時総会に報告しなければならない。

　付　　則

　　本規定は、昭和45年５月10日から施行

　　　　　　　昭和47年５月14日一部改正

　　　　　　　平成２年６月24日一部改正

平成18年６月17日一部改正
一　時　積　立　金　規　定

第１条　本会会則第46条の規定により、一時積立金規定を設ける。

第２条　一時積立金は、歳入予算の繰入金及び予算外の不時の支出に充てることができる。
第3条 予算以外の入会金等の収入があった場合には一時積立金として積み立てる。

第4条 一時積立金の支出については、理事会の承認を得なければならない。

第５条　一時積立金の現在高は、総会において報告しなければならない。

　付　　則

　　本規定は、平成５年６月20日から施行

平成18年６月17日一部改正
備品の管理及び運用規定

第１条　本会会則第47条の規定により設ける。

第２条　本会の備品は本規定により管理及び運用する。

第３条　本会における備品の購入は、原則として理事会において決める。

第４条　本会で購入した備品はすべて備品原簿に登録する。

第５条　備品の保管は本会総務部が行う。ただし、各部及び各委員会に特に関係ある備品は分割して保管することができる。
第６条　備品を亡失又は破損したときは直ちに担当理事に報告し、その指示を受けるものとする。

第７条　備品が使用に耐えなくなったときは、理事会の決裁を受け備品原簿から除くものとする。

第８条　備品は本会役員、各部及び各委員会が利用するほか、その利用に支障のない範囲で本会会員及び関係者が利用する事ができる。
第９条　備品の貸出しを受ける場合は、借用申込書に所定事項を記入し係員に申し出るものとする。

第10条　貸出しを受けた場合の備品は、他に転貸してはならない。

第11条　備品を亡失又は破損した場合は、同一又は時価相当額の弁済を要求することができる。

　付　　則

　　本規定は、昭和47年５月14日から施行する。

　　　　　　　平成７年３月18日一部改正

平成18年６月17日一部改正
選　　挙　　規　　程

第１章　　総　　　　　　　則

第１条　本会会則第20条及び第32条の規定に基づいて選挙規程を設置する。

第２条　本会における選挙は本規程の定めるところにより行う。

第３条　選挙は公明かつ公正に行わなければならない。

第４条　本会会則第10条の規定により、委任又は書面による選挙権の行使は認めない。

第５条　本会は、選挙に関する事務を管理執行するために、選挙管理委員会を設置する。

２　選挙管理委員会の事務所は委員長宅に置く。

第２章　　選挙管理委員会

第６条　選挙管理委員会は、５名の委員より構成される。

第７条　選挙管理委員は、会長が理事会に諮って指名し、これを告示しなければならない。

２　選挙管理委員の任期は３年とする。ただし、理事会の承認を得て、その任期を延長することができる。また、欠員が生じた場合は、直ちに会長は理事会の承認を得て、委員の補充をしなければならない。その任期は、前任者の残任期間とする。

第８条　選挙管理委員会は、互選により委員長１名を選出する。委員長は、委員会を代表し事務を統括する。

第９条　選挙管理委員会は、選挙を執行し、選挙に関する一切の事項を行う。

第10条　選挙管理委員は、本会の理事を兼ねることができる。

第11条　選挙管理委員が当該選挙に立候補する場合は、その役職を辞さなければならない。

第３章　　選挙権及び被選挙権

第12条　本会会則第２条の規定による会員にして入会後90日を経過したものは、選挙権及び被選挙権を有する。

第４章　　会長及び監事選挙

第13条　会長（埼玉県歯科医師会代議員を兼ねる）及び監事の選挙は、総会において投票により行う。ただし、立候補者が定数を超えない場合には、投票を行わず当選とすることができる。

第14条　会長及び監事の選挙は、定数無記名投票とする。

第15条　会長選挙においては、有効投票過半数を得たるものをもって当選者とする。もし、過半数の得票者がないときは、得票の多いもの２名につき再投票を行い、過半数を得たものをもって当選者とする。

２　監事の選挙においては、高得票から順次当選者とする。得票同数の場合は、くじによる。

第16条　　会長及び監事の選挙は、任期満了の年度の11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、理事会の議を経て変更することができる。
第17条　選挙期間は、理事会の議を経て、会長が決める。これを受け選挙管理委員会は、選挙日の20日前までに告示しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、15日前までに短縮することができる。

第18条　天災地変その他、避けることができない事故のため選挙を行うことができないときは、会長は選挙管理委員長との議を経て、既に定めた選挙の期日を変更することができる。
第19条　立候補者は所定の用紙に必要事項を記入し、告示から選挙日の10日前の午後５時までに選挙管理委員会に届け出をしなければならない。

第20条　立候補を辞退するときは、投票開始前までに選挙管理委員会に書面をもって届け出なければならない。

第21条　　選挙管理委員会は当選者が決定したときは、直ちに、これを議長に報告しなければならない。報告を受けた議長は、速やかに、これを議場及び会長に報告しなければならない。

第５章　　補　　　　　　　則

第22条　当選後、本会会則第18条の規定により議決を受けたものは、その資格を失うものとする。

第23条　選挙に際して不正の方法又は違反する行為により当選したものがあったときは、選挙管理委員会の調査報告に基づき、会長は直ちに総会を招集し、その議決を経て当選を取り消すことができる。

第６章　　細　　　　　　　則

第24条　本規程の施行に関する細則は、理事会の議決をもって行う。

　付　　則

　　本規程は、平成７年３月18日から施行する。

平成18年６月17日一部改正
埼葛歯科医師会防災及び災害対策規則

　　（目　的）

第１条　この規則は、会則第51条の規定によりこれを定め、本会の防災及び災害対策を目的とする。

　　（対策本部）

第２条　前条の目的を遂行するため、本会に、埼葛歯科医師会防災及び災害対策本部（以下「防災対策本部」という。）を置くことができる。　

　　（要　綱）

第３条　埼葛歯科医師会防災対策本部及び災害対策本部に関する事項並びに防災及び災害対策の実施に必要な事項は、別に要綱で定める。　

　　（協議会）

第４条　埼葛歯科医師会防災対策本部と埼玉県歯科医師会及び各郡市歯科医師会の防災対策本部との連絡調整機関として、本会に、埼葛歯科医師会防災対策連絡協議会（以下「埼葛歯科防災連絡協議会」という。）を置くことができる。

　　（協議会の任務、構成等）　

第５条　埼葛歯科防災連絡協議会の任務及び構成等については、別に要綱で定める。

　　（委員会）

第６条　本会の防災及び災害対策について調査、研究、検討し、会長の諮問に答えるために、防災及び災害対策検討委員会（以下「防災検討委員会」という。）を置く。

２　防災検討委員会は、会則第28条に規定する委員会として、その構成、運営及び委員の委嘱並び任期等については、会則第28条の規定により理事の任期に準ずる。ただし、委員の委嘱に当たっては、防災及び災害対策に係る会員から選任するように考慮する。

　　（変更及び廃止）

第７条　この規則を変更若しくは廃止しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

　附　　則

　この規則は、平成15年７月16日から施行する。

　　　　　　　平成16年７月13日　一部変更

埼葛歯科医師会防災及び災害対策要綱

第１章　　 防　　災　　対　　策

　　（趣　旨）

第１条　この要綱は、埼葛歯科医師会防災及び災害対策規則（以下｢防災対策規則｣という｡） 第３条の規定によりこれを定め、本会が防災及び災害対策を実施するに当たり必要な事項を規定する。

　　（防災対策本部の設置と目的）

第２条　防災対策規則第２条の規定により、本会に、防災及び災害対策本部を置く。

２.   防災対策本部は、平時においては、災害の発生に備えて情報の収集と対策を埼玉県歯科医師会及び、各郡市歯科医師会と協力して実施し、ひとたび災害が発生した時には、災害対策本部となり、埼歯災害対策本部と連携して災害歯科医療救護体制を発動し、住民の救護と歯科治療に当たるとともに、被災した本会会員の救済活動を行う。

３.   防災対策本部は、本会事務所内に設置する。

　　（防災対策本部の構成と職務）

第３条　防災対策本部は、防災対策本部役員（以下「本部役員」という｡）をもって構成する。

２.   本部役員は、次のとおりとし、本会役員がこれに当たり、本会会長が委嘱する。

　（１）防災対策本部長  （本部長）    　　１名

　（２）防災対策副本部長（副本部長）　   ４名  

　（３）防災対策各部部長（班長）     　　 ４名

　（４）防災対策各部副長（副長）    　  若干名

３.   本部長は、本会会長がこれに当たり、防災対策本部の業務を統括する。

４.   副本部長は、本会副会長、専務理事及び担当常務理事がこれに当たり、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、あらかじめ定めた順序に従い、その職務を代理する。

５.   班長は、副本部長が兼務し、担当した班の業務を掌握し統括する。

６.   副長は、理事及び監事がこれに当たり、班長を補佐する。

７.   本部部員は、本会会員から本部長が委嘱する。

　　（防災対策本部の組織と業務）

第４条　防災対策本部は、次の４班で組織され、各々の業務を行う。

　（１）情報班

      （班　長）副本部長：専務理事がこれに当たる。

      （副　長）医療管理・教育部及び情報技術・広報部担当理事並びに監事がこれに当たる。　

      （業　務）防災対策に必要な情報の収集、管理、分析及び伝達を行う。

　（２）医療救護班

      （班　長）副本部長：副会長がこれに当たる。

      （副　長）公衆衛生部及び医療保険部担当の理事がこれに当たる。

      （業　務）㈰災害歯科医療救護体制の設置及び運営を行う。

　　　　　　　㈪埼玉県、埼葛歯科医師会関係行政の救急医療体制との連携及び参加を行う。

　　　　　　　㈫埼玉県歯科医師会の救援体制との連携を行う。

　　　　　　　㈬埼玉県歯科医師会他からの救援組織の受け入れ先の決定を行う。

　（３）救援救済班

　　（班　長）副本部長：副会長がこれに当たる。

      （副　長）福祉厚生部、学校歯科部及び総務部会計担当の理事がこれに当たる。　　　　　　

      （業　務）㈰被災会員の救援及び経済的対策を行う。

　　　　　　　㈪非被災会員又は埼玉県歯科医師会他からの救援物資の管理及び配布を行う。

　（４）身元確認班

      （班　長）副本部長：副会長がこれに当たる。

      （副　長）学術部担当理事がこれに当たる。

      （業　務）㈰身元不明者の確認作業の方法及び検視体制作りを行う。

　　　　　　　㈪埼玉県警察協力医会会員と協力して行う。

　　（埼葛防災連絡協議会の設置と目的）

第５条　防災対策規則第４条の規定により、本会に、埼葛歯科医師会防災及び災害対策連絡協議会（以下「埼葛歯科防災連絡協議会」という｡）を置く。

２.   埼葛歯科防災連絡協議会は、埼玉県歯科医師会の防災及び災害対策本部（以下「埼歯防災対策本部」という｡）との連絡調整を目的として設置するもので、情報交換又は対策方針の検討などを通じて相互理解に努めるものとする。

　　（埼葛歯科防災連絡協議会の構成等）

第６条　防災連絡協議会は、本部役員及び各支部長を委員として構成する。

２.   防災連絡協議会は、本部長が招集し、議長となる。

第２章 　　 災　　害　　対　　策

　　（埼歯災害対策本部との連携）

第７条　災害対策に対する全般の指揮は、埼玉県歯科医師会本部を通して発令する。

　　（埼葛歯科災害対策本部の組織と業務）

第８条　災害対策本部の組織は、防災対策本部の組織がそのまま移行する。

２.   災害対策本部は、第４条に規定する次の業務を行う。

　（１）情報班は、埼歯災害対策本部と連絡をとり、被災の情報収集とその分析に当たる。

　（２）医療救護班は、被災状況に応じて、災害歯科医療救護体制を設置し、医療救護活動を行う。

　（３）救援救済班は、埼歯災害対策本部からの被災状況を把握し、その救援救済活動を行う。

　（４）身元確認班は、埼玉県警察本部からの要請に基づき、身元不明者の確認業務に埼玉県警察協力医の本会会員を派遣すべく、その対策と方針を決定する。ただし、現場における確認作業は、埼玉県警察協力医の本会会員と協力して行う。

　　（埼葛歯科災害対策本部の役割）

第９条　災害対策本部は、埼歯災害対策本部と緊密に連携して埼歯災害対策に当たる。

２.   災害対策本部は、会員の被災状況や住民の被災状況を把握し、埼歯災害対策本部に伝達する。また、救援のための要望事項を速やかにまとめ、埼歯災害本部に連絡する。

３.   災害対策本部は、あらかじめ定められた各市町村の防災計画に従い、地域の緊急医療体制下で歯科治療を実施するとともに、埼歯防災対策本部からの必要な薬品や機材の補給に努める。  

４.   災害対策本部は、外部からの緊急歯科医療支援チームの受け入れ先を決定し、埼歯災災害対策本部に連絡する。

　　（埼葛歯科災害対策本部事務職員）

第10条 （災害対策本部の事務は、本会の事務局職員が行う。）

２.   事務局職員は、就業中に災害が発生したときは、まず、別に定める防災組織の役割に従って行動を起こし、本会事務所を被災から守るものとする。さらに、本部役員が集合するまでの間、埼歯災害対策本部との連絡に当たる。

３.   事務局職員は、未就業時に災害が発生したときは、可能な限り迅速に事務所に集合し、災害対策本部の事務体制に就くものとする。

　　（埼葛歯科災害対策本部の解散）

第11条　災害対策本部は、その業務が終了したと認められた時点で解散し、防災対策本部に戻る。

　　（委　任）

第12条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

　　（変更及び廃止）

第13条　この要綱を変更若しくは廃止しようとするときは、理事会の議決を 経なければならない。

　　 　　　 附　　則

　　　　　　　この要綱は、平成15年７月16日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　平成16年７月13日　一部変更　

埼葛歯科医師会防災対策本部役員　

（１）防災対策本部長

　　　　　会　　　長　　松　本　満　茂

　（２）防災対策副本部長

　　　　　副　会　長　　金　子　君　雄

　　　　　専務理事　　大　島　修　一

　　　　　副　会　長　　吉　井　　　亨　

　　　　　副　会　長　　金　森　幸　雄

　（３） 防災対策本部（各班）

班長は副本部長が担当

１）情報班

　　（班　長）専務理事　大　島　修　一

　　（副　長）医療管理・教育部長　高　井　　　徹

　　　　　　　情報技術・広報部長　大　宮　一　宏

２）医療救護班
　　（班　長）副会長　吉　井　　　亨

　　（副　長）公衆衛生部長　山　崎　利　哉

　　　　　　　医療保険部長　大和田　一　彦

３）救援救護班

　　（班　長）副会長　金　子　君　雄

　　（副　長）福祉厚生部長　栗　原　英　夫

　　　　　　　学校歯科部長　目　澤　克　子

４）身元確認班

　　（班　長）副会長　金　森　幸　雄

　　（副　長）学術部長　山　崎　裕　司















































